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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づい
て、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出する特徴量算出部と、
　算出された特徴量を説明変数として、ユーザの行動特性を示すモデルを学習する学習器
と、
　前記通信状態ログから生成される特徴量と前記モデルとを用いて、ユーザの行動特性を
予測する予測器とを備えた
　ことを特徴とする行動特性予測システム。
【請求項２】
　特徴量算出部は、ユーザの移動履歴または接続履歴から接続先の基地局を時系列で推定
し、接続先と推定された時間帯における基地局の通信状態の時系列情報、または、当該時
系列情報を集計した統計量を特徴量として算出する
　請求項１記載の行動特性予測システム。
【請求項３】
　特徴量算出部は、ユーザが行う一連のサービスを特定し、特定されたサービスにおける
通信状態の時系列情報、または、当該時系列情報を集計した統計量を特徴量として算出す
る
　請求項１または請求項２記載の行動特性予測システム。
【請求項４】
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　特徴量算出部は、各ユーザが基地局と通信できなかった時間帯を集計した統計量を特徴
量として算出する
　請求項１から請求項３のうちのいずれか１項に記載の行動特性予測システム。
【請求項５】
　予測器は、ユーザの解約予測を行い、
　予測器により解約すると予測されたユーザと当該ユーザが接続する基地局との関係を可
視化する出力部を備えた
　請求項１から請求項４のうちのいずれか１項に記載の行動特性予測システム。
【請求項６】
　ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づい
て算出される特徴量と、算出された特徴量を説明変数として学習されたユーザの行動特性
を示すモデルとに基づいて、ユーザの行動特性を予測する予測部を備えた
　ことを特徴とする行動特性予測器。
【請求項７】
　コンピュータの特徴量算出部が、ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信
状態を表す通信状態ログに基づいて、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出し、
　前記コンピュータの学習器が、算出された特徴量を説明変数、ユーザの行動特性を目的
変数として予測モデルを学習する
　ことを特徴とする行動特性予測モデル学習方法。
【請求項８】
　コンピュータの予測器が、ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を
表す通信状態ログに基づいて算出される特徴量と、算出された特徴量を説明変数として学
習されたユーザの行動特性を示すモデルとに基づいて、ユーザの行動特性を予測する
　ことを特徴とする行動特性予測方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づい
て、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出する特徴量算出処理、
　算出された特徴量を説明変数、ユーザの行動特性を目的変数として予測モデルを学習す
る学習処理、および、
　前記通信状態ログから生成される特徴量を用いて、ユーザの行動特性を予測する予測モ
デルを出力する出力処理
　を実行させるための行動特性予測モデル学習プログラム。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づい
て算出される特徴量と、算出された特徴量を説明変数として学習されるユーザの行動特性
を示すモデルとに基づいて、ユーザの行動特性を予測する予測処理
　を実行させるための行動特性予測プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの行動特性を予測する行動特性予測システム、行動特性予測器、行動
特性予測学習方法、行動特性予測方法および行動特性予測プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信サービスを提供する通信会社は、顧客を獲得するために様々な通信サービスを提供
する。通信会社は、獲得した顧客の解約を防ぐために、解約しそうな顧客や通信サービス
に対する満足度が低い顧客を予測したり、それらの顧客に対して様々な施策を実施したり
する。
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【０００３】
　特許文献１には、解約のおそれがある顧客を予測する解約予測支援方法が記載されてい
る。特許文献１に記載された方法では、各々の通話に関する通話時間、通話相手、通話料
金などを含む利用明細データを用いて複数の顧客が分類され、顧客の通話パターンに応じ
て用意されたリスティングルールと顧客の分類結果とに基づいて、複数の顧客の中から解
約のおそれがある顧客が判断される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３３４２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された方法では、個々の顧客の通話履歴に応じて解約のおそれがある
顧客を判断している。しかし、通話履歴は、顧客の行動の結果を示す情報であり、顧客の
満足度を十分に示す情報とは言い難い。
【０００６】
　例えば、通話頻度の多い顧客であっても、よりサービスの良い通信サービスを求めて通
信会社を変更することもあり得るし、通話頻度が低い顧客であっても、現在のサービスに
不満を感じなければ、契約を維持することもあり得る。したがって、顧客の解約予測をす
るためには、顧客の通話履歴にのみ着目するのではなく、顧客の通信または通話に応じて
提供されるサービス品質の状況も反映した予測をすることが望まれる。
【０００７】
　そこで、本発明では、ユーザに対して提供されるサービス状況を反映した行動特性予測
を行うことができる行動特性予測システム、行動特性予測器、行動特性予測学習方法、行
動特性予測方法および行動特性予測プログラムを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による行動特性予測システムは、ユーザが通信または通話を行ったときの基地局
の通信状態を表す通信状態ログに基づいて、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出
する特徴量算出部と、算出された特徴量を説明変数として、ユーザの行動特性を示すモデ
ルを学習する学習器と、通信状態ログから生成される特徴量とモデルとを用いて、ユーザ
の行動特性を予測する予測器とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明による行動特性予測器は、ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信
状態を表す通信状態ログに基づいて算出される特徴量と、算出された特徴量を説明変数と
して学習されたユーザの行動特性を示すモデルとに基づいて、ユーザの行動特性を予測す
る予測部を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明による行動特性予測モデル学習方法は、コンピュータの特徴量算出部が、ユーザ
が通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づいて、ユー
ザの解約に影響を与え得る特徴量を算出し、コンピュータの学習器が、算出された特徴量
を説明変数、ユーザの行動特性を目的変数として予測モデルを学習することを特徴とする
。
【００１１】
　本発明による行動特性予測方法は、コンピュータの予測器が、ユーザが通信または通話
を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づいて算出される特徴量と、算
出された特徴量を説明変数として学習されたユーザの行動特性を示すモデルとに基づいて
、ユーザの行動特性を予測することを特徴とする。
【００１２】
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　本発明による行動特性予測モデル学習プログラムは、コンピュータに、ユーザが通信ま
たは通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づいて、ユーザの解約
に影響を与え得る特徴量を算出する特徴量算出処理、算出された特徴量を説明変数、ユー
ザの行動特性を目的変数として予測モデルを学習する学習処理、および、通信状態ログか
ら生成される特徴量を用いて、ユーザの行動特性を予測する予測モデルを出力する出力処
理を実行させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明による行動特性予測プログラムは、コンピュータに、ユーザが通信または通話を
行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づいて算出される特徴量と、算出
された特徴量を説明変数として学習されるユーザの行動特性を示すモデルとに基づいて、
ユーザの行動特性を予測する予測処理を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、上述した技術的手段により、ユーザに対して提供されるサービス状況
を反映した行動特性予測を行うことができるという技術的効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明による行動特性予測システムの第１の実施形態の構成例を示すブロック図
である。
【図２】通信処理の動作例を示す説明図である。
【図３】予測モデルを生成する動作例を示すフローチャートである。
【図４】予測モデルを使用して行動特性予測を行う動作例を示すフローチャートである。
【図５】基地局の情報を出力する例を示す説明図である。
【図６】基地局とユーザの動線とを出力する例を示す説明図である。
【図７】基地局とユーザの住所との関係を出力する例を示す説明図である。
【図８】基地局とユーザの住所との関係を出力する他の例を示す説明図である。
【図９】本発明による行動特性予測システムの概要を示すブロック図である。
【図１０】本発明による行動特性予測器の概要を示すブロック図である。
【図１１】コンピュータの構成概要を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１７】
実施形態１．
　図１は、本発明による行動特性予測システムの第１の実施形態の構成例を示すブロック
図である。本実施形態の行動特性予測システムは、学習データ記憶部１１と、特徴量算出
部１２と、学習器１３と、予測器１４と、出力部１５とを備えている。なお、以下の説明
では、ユーザの行動特性として、ユーザの解約を例示するが、ユーザの行動特性には、例
えば、サービスに対するユーザの不満度などが含まれていてもよい。
【００１８】
　学習データ記憶部１１は、ユーザの行動特性を予測するための学習データを記憶する。
例えば、携帯電話のユーザが個人情報の開示に同意している場合、そのユーザの情報を用
いて解約予測モデルが学習されることで、そのユーザに適切なキャンペーンやサービスを
提供することが可能になる。
【００１９】
　本実施形態において、ユーザとは顧客に該当する。後述する特徴量算出部１２は、この
学習データを利用してユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出する。本実施形態では
、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出するための情報として、ユーザが通信また
は通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログが利用される。すなわち、こ
の通信状態ログは、どのようなトランザクションが、どの基地局と通信して発生したかを
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特定するためのデータとも言える。
【００２０】
　この通信状態ログの例として、例えば、ＣＴＬ（Call Trace Log）が挙げられる。ＣＴ
Ｌは、各基地局で収集される情報であり、通信端末との間で行われる通信の内容を表す属
性や、基地局自体の通信状態を表す属性を含む。なお、通信状態ログは、各基地局の位置
情報や、接続元の通信端末の位置情報を含んでいてもよい。
【００２１】
　図２は、通信処理の動作例を示す説明図である。図２に示す例は、ＬＴＥ（Long Term 
Evolution ）のネットワーク環境を示している。図２に例示するネットワーク環境では、
モバイル端末２１がｅＮＢ（eNode B ：基地局装置）２２と通信を行い、ｅＮＢ２２がＭ
ＭＥ（Mobility Management Entity）２３と通信を行う。また、モバイル端末２１の移動
に応じて、通信を行うｅＮＢ２２も変更される。
【００２２】
　図２に示す例では、実線で示す通信網を介して通信先との通信を行っていたモバイル端
末２１が移動することにより、モバイル端末２１が通信を行うｅＮＢ２２が変更される。
変更後は、破線で示す通信網を介して、モバイル端末２１が通信先との通信を行う。
【００２３】
　図２に例示する各ｅＮＢ２２とＭＭＥ２３は、それぞれ通信状態ログを取得する。ここ
で取得された通信状態ログが、学習データ記憶部１１に記憶される。ｅＮＢ２２とＭＭＥ
２３は、例えば、通信ごとにユーザ、帯域幅、電力などの通信状態を示す通信状態ログを
取得する。すなわち、通信状態ログには、各ｅＮＢ２２または各ＭＭＥ２３に対して行わ
れるユーザの各通信に対して、使用帯域、通信量、電力などの通信状態を示す情報が含ま
れる。
【００２４】
　また、通信状態ログは、ある時点における基地局の通信状態を表す情報を含んでいても
よい。通信状態ログは、例えば、ある時点における基地局への同時接続端末数や平均電力
などを含んでいてもよい。また、この同時接続端末数は、実際に接続されている端末数だ
けでなく、接続要求が行われたにもかかわらず通信できない端末の数を含んでいてもよい
。
【００２５】
　すなわち、通信状態ログは、ユーザが通信または通話を行ったときに発生するトランザ
クションの内容を示す情報だけでなく、そのトランザクションが発生したときの基地局の
通信状態を含んでいてもよい。
【００２６】
　また、学習データ記憶部１１は、ユーザの行動特性を表す情報を記憶する。具体的には
、学習データ記憶部１１は、過去に解約したユーザを特定するための情報を記憶してもよ
い。また、学習データ記憶部１１は、解約までは行っていないものの、アンケート等で採
取されるユーザのサービスへの不満度をユーザの行動特性を表す情報として記憶してもよ
い。
【００２７】
　特徴量算出部１２は、学習データ記憶部１１に記憶された学習データに基づいて、ユー
ザの解約に影響を与え得る特徴量を算出する。具体的には、特徴量算出部１２は、ユーザ
が通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログに基づいて、ユー
ザの解約に影響を与え得る特徴量を算出する。
【００２８】
　この特徴量は、通信状態ログに含まれる属性そのものであってもよく、この属性に基づ
いて算出される統計量であってもよい。すなわち、この特徴量は、ユーザの解約に影響を
与え得ると想定される値であれば、その内容は任意であり、ユーザ等によって予め考慮さ
れる。
【００２９】
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　以下、特徴量算出部１２が算出する特徴量の例を、具体的に説明する。
　まず、各ユーザが通信または通話を行ったときの通信状態を集計した統計量が第一の特
徴量として挙げられる。特徴量算出部１２は、例えば、ユーザごとに、通信が行われたと
きの使用帯域の平均や標準偏差、想定する平均帯域との差分などを通信状態の統計量とし
て算出する。
【００３０】
　例えば、ユーザは、繋がりやすいほどサービスに満足していると考えられるし、ユーザ
が契約するプランに応じて想定する平均帯域を満たしていれば、サービスに対する不満は
低いと考えられる。このようにして算出される特徴量は、ユーザが通信または通話を行っ
た際に体感するサービスの良さを表していると言える。
【００３１】
　次に、ユーザの移動履歴から想定される接続先基地局の通信状態を集計した統計量が第
二の特徴量として挙げられる。特徴量算出部１２は、ユーザが接続する基地局を時系列で
特定し、特定された時間の基地局の通信状態を特徴量として算出する。
【００３２】
　ここで、特徴量算出部１２は、基地局の通信状態の特徴量として、例えば、基地局への
同時接続数や、基地局の使用電力、基地局が使用する帯域の逼迫度合いなどの時系列情報
の統計量を算出する。このようにして算出される特徴量は、基地局へのつながりにくさを
表していると言える。
【００３３】
　また、ユーザが接続する基地局として、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System 
）から取得されたユーザの位置から想定される基地局が接続先の基地局と特定されてもよ
く、基地局に対するユーザの接続履歴に基づいて接続先の基地局が特定されてもよい。そ
のようにして、特徴量算出部１２は、ユーザごとに接続した基地局の通信状態の時系列を
算出し、その統計量を特徴量として算出する。
【００３４】
　例えば、ユーザと基地局との間の通信履歴だけに着目した場合、基地局に接続できなか
った時の通信履歴は残らないため、着目すべき基地局の情報を特定することは難しい。し
かし、第二の特徴量は、ユーザの移動履歴または接続履歴に基づいて算出されるため、ユ
ーザが接続しようとして接続できなかった基地局の存在を推測できる。したがって、この
ような基地局の情報も学習に利用することで、効果的に行動特性を予測することが可能に
なる。
【００３５】
　次に、一連のサービスにおける通信状態の時系列情報が第三の特徴量として挙げられる
。特徴量算出部１２は、例えば、通話明細記録であるＣＤＲ（Call Detail Record）と通
信状態ログを用いて、ユーザが行う一連のサービスを特定する。
【００３６】
　図２に例示するように、通信端末は、複数の基地局と接続する場合がある。例えば、ユ
ーザが電車に乗っている間に基地局を介して動画を見ている場合、ユーザの位置の変化に
応じて、使用される基地局も変化する。このような場合、ＣＴＬは、一連のサービスを使
用している場合であっても、複数に分かれることがある。しかし、ＣＤＲを用いることで
一回の通話やアプリケーションが行う１つの機能を特定することが可能になる。
【００３７】
　なお、一連のサービスとは、一回の通話や、アプリケーションごとに規定される処理単
位など、ユーザが一回の処理として認識する単位のことを意味する。例えば、通話の場合
、特徴量算出部１２は、通話の開始から終了するまでを一連のサービスと特定してもよい
。また、特徴量算出部１２は、アプリケーションが起動してから終了するまでを一連のサ
ービスと特定してもよい。
【００３８】
　例えば、ビデオ視聴中に通信状態が悪化すると、ユーザの使用感に影響することが考え
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られる。このようにして算出される特徴量は、ユーザが感じる通信または通話の通信状態
の変化度合いを表していると言える。特徴量算出部１２は、通信状態の時系列情報または
その統計量として、例えば、各ユーザが実施する単位機能ごとに、通信速度の平均や変動
度合い、通信速度が一定の基準を下回った回数などを特徴量として算出してもよい。
【００３９】
　次に、各ユーザが基地局と通信できなかった時間帯を集計した統計量が第四の特徴量と
して挙げられる。具体的には、特徴量算出部１２は、ユーザごとに通信状態ログが存在し
ない時間帯の総和を通信状態の統計量として算出する。特徴量算出部１２は、例えば、取
得された通信状態ログの間隔が所定以上の期間の総和を特徴量として算出してもよい。
【００４０】
　例えば、基地局でユーザの通信状態ログが取得されていないということは、そのユーザ
が圏外にいた可能性がある。この期間が長いほど、ユーザが通信または通話ができなかっ
た時間が長いと言えるため、このようにして算出される特徴量は、ユーザがサービスを利
用できない度合いを表していると言える。
【００４１】
　以上説明した特徴量は、いずれもユーザの解約に影響を与え得る特徴量と言える。ただ
し、特徴量算出部１２が算出する特徴量は、上記４つの特徴量に限定されない。特徴量算
出部１２は、例えば、上述する特徴量を、１つまたは複数算出する。
【００４２】
　学習器１３は、算出された特徴量を説明変数として、ユーザの行動特性を示すモデルを
学習する。具体的には、学習器１３は、ユーザの解約を表す情報を目的変数とし、特徴量
算出部１２が算出した特徴量を説明変数として、ユーザの解約モデルを学習する。
【００４３】
　学習器１３がモデルを学習する方法は任意であり、回帰分析や判別分析など、様々な方
法が挙げられる。学習器１３は、目的変数に応じて適切な学習方法を選択すればよい。
【００４４】
　予測器１４は、通信状態ログから生成される特徴量を用いてユーザの行動特性を予測す
る。予測器１４は、例えば、ユーザの解約を表す情報を目的変数とし、各基地局で取得さ
れる通信状態ログに基づいて生成される特徴量を、ユーザの解約を予測する際の説明変数
として用いる。
【００４５】
　具体的には、特徴量算出部１２が、予測対象のユーザの通信状態ログを用いて特徴量を
算出する。予測器１４は、学習器１３によって学習されたモデルと予測対象のユーザの特
徴量を用いて、その予測対象のユーザの行動特性を予測する。
【００４６】
　このように、本実施形態では、予測器１４が、基地局の通信状態を表す通信状態ログに
基づいてユーザの行動特性を予測する。そのため、通信履歴だけでは判断できないユーザ
のサービスに対する感得状況も含めた行動特性を予測することが可能になり、予測の精度
をより向上できる。
【００４７】
　したがって、例えば、個人情報を利用した適切なサービスを享受したい意思を明示して
いるユーザがいた場合、通信会社は、一般的な通信履歴だけでは、その人が提供されるサ
ービスの不満度を把握することは困難であった。そのため、そのようなユーザに対して、
適切な対応を取ることも困難であった。
【００４８】
　しかし、本実施形態では、特徴量算出部１２が、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量
を通信状態ログに基づいて算出する。このようにして算出される特徴量は、サービスの提
供を受けるユーザの感得状況を表すものと言える。そして、予測器１４が、この特徴量を
説明変数として学習されるモデルを利用して行動特性を予測する。通信会社は、解約者の
不満を低減させるようなサービスを提供でき、ユーザは、より求めるサービスの提供を受
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けることができる。
【００４９】
　出力部１５は、予測器１４による予測結果を出力する。出力部１５は、例えば、解約の
可能性が高い上位のユーザをリストで出力してもよい。また、出力部１５は、解約の可能
性が高いユーザによって利用される頻度が高い基地局の情報を出力してもよい。ただし、
出力部１５が出力する内容は、上記の内容に限定されない。出力部１５は、行動特性予測
に関連する任意の情報を出力すればよい。また、出力部１５は、予測モデル自体を出力し
てもよい。
【００５０】
　特徴量算出部１２と、学習器１３と、予測器１４と、出力部１５とは、プログラム（行
動特性予測モデル学習プログラム、行動特性予測プログラム）に従って動作するコンピュ
ータのＣＰＵによって実現される。例えば、プログラムは、行動特性予測システム内の記
憶部（図示せず）に記憶され、ＣＰＵは、そのプログラムを読み込み、プログラムに従っ
て、特徴量算出部１２、学習器１３、予測器１４および出力部１５として動作してもよい
。
【００５１】
　また、特徴量算出部１２と、学習器１３と、予測器１４と、出力部１５とは、それぞれ
が専用のハードウェアで実現されていてもよい。また、学習データ記憶部１１は、例えば
、磁気ディスク装置等により実現される。
【００５２】
　次に、本実施形態の行動特性予測システムの動作を説明する。図３は、本実施形態の行
動特性予測システムが予測モデルを生成するまでの動作例を示すフローチャートである。
【００５３】
　特徴量算出部１２は、通信状態ログに基づいて、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量
を算出する（ステップＳ１１）。そして、学習器１３は、算出された特徴量を説明変数と
して、ユーザの行動特性を示すモデルを学習する（ステップＳ１２）。具体的には、学習
器１３は、ユーザの解約を予測する予測モデルを学習する。
【００５４】
　図４は、本実施形態の行動特性予測システムが生成した予測モデルを使用して行動特性
予測を行う動作例を示すフローチャートである。特徴量算出部１２は、予測対象のユーザ
の通信状態ログに基づいて、予測モデルに使用される特徴量を算出する（ステップＳ２１
）。予測器１４は、通信状態ログから生成される特徴量と、予測モデルとを用いて、ユー
ザの行動特性を予測する（ステップＳ２２）。
【００５５】
　以上のように、本実施形態では、予測器１４が、通信状態ログに基づいて算出される特
徴量と、算出された特徴量を説明変数として学習されるユーザの行動特性を示すモデルと
に基づいて、ユーザの行動特性を予測する。そのため、ユーザに対して提供されるサービ
ス状況を反映した行動特性を予測できる。
【００５６】
　具体的には、特徴量算出部１２が、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を通信状態ロ
グに基づいて算出し、学習器１３が、算出された特徴量を説明変数として、ユーザの行動
特性を示すモデルを学習する。そして、予測器１４が、通信状態ログから生成される特徴
量とモデルとを用いて、ユーザの行動特性を予測する。
【００５７】
　そのような構成により、例えば、通信会社は、個人情報を利用した適切なサービスを享
受したい意思を明示しているユーザに対して、より適切なサービスを提供でき、ユーザ側
も、より要望に則したサービスの提供を受けることが可能になる。
【００５８】
実施形態２．
　次に、予測結果を可視化する実施形態を説明する。ユーザが解約する理由の一つに、基
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地局の性能問題が挙げられる。基地局と接続しにくい状況が続くと、ユーザの不満が蓄積
されると考えられるからである。そこで、以下の実施形態では、性能を向上させるべき基
地局を判断するため、出力部１５が、予測器１４によって解約すると予測されたユーザと
、そのユーザが接続する基地局との関係を可視化する方法を説明する。
【００５９】
　本実施形態の行動特性予測システムの構成は、第１の実施形態と同様である。以下の説
明では、予測器１４により、すでにユーザの解約予測が行われているものとする。また、
以下の説明では、解約が予測されたユーザのことを、予測解約ユーザと記す。
【００６０】
　まず、出力部１５は、予測解約ユーザごとに各基地局との接続時間に応じたスコア（以
下、接続スコアと記す。）を算出する。接続スコアは、接続時間が長いほど大きく算出さ
れる値である。そして、出力部１５は、予測解約ユーザごとに算出された接続スコアの総
和を基地局ごとに算出する。
【００６１】
　出力部１５は、算出された接続スコアの総和に応じて、基地局の情報を出力する。出力
部１５は、接続スコアの総和と基地局とを対応付けたテキスト情報を出力してもよい。ま
た、出力部１５は、地図上に重畳して表示した基地局の態様を、接続スコアの総和に応じ
て変化させて出力してもよい。
【００６２】
　図５は、基地局の情報を出力する例を示す説明図である。出力部１５は、地図上の対応
する位置に視認しやすい態様で基地局を出力する。図５に示す例では、出力部１５は、地
図上の対応する位置に三角で基地局を出力している。また、図５に示す例では、出力部１
５は、接続スコアが高いほど、濃い黒色で基地局を示す三角を出力している。ただし、基
地局の形態および色彩は、図５に例示する方法に限定されない。
【００６３】
　建物や道路などの情報を含む地図に基地局を重畳させて表示させることにより、基地局
の周囲の状況を把握しやすくなる。そのため、通信会社は、例えば、基地局の性能を向上
させるために新しく基地局を増設できるか、基地局自体の性能を構造させるべきか、とい
った地理的制約に基づく判断をすることが容易になる。
【００６４】
　なお、本実施形態の説明では、出力部１５が、解約予測されたユーザの接続状況に基づ
いて、性能を向上させるべき基地局を可視化する方法を説明した。ただし、出力部１５は
、解約が予測されたユーザの接続状況とともに、または、解約が予測されたユーザの接続
状況に替えて、すでに解約済みのユーザの接続状況に基づき、性能を向上させるべき基地
局を判断するための情報を可視化してもよい。すでに解約済みのユーザの接続状況に基づ
いて可視化する方法は、解約予測されたユーザの接続状況に基づいて可視化する方法と同
様である。
【００６５】
　このような情報も可視化することで、通信会社は、すでに解約済みのユーザが多く接続
していた基地局の情報を把握できるため、この情報に基づいて性能を向上させるべき基地
局か否かを判断できる。すなわち、本実施形態の行動特性予測システムを、実際に解約し
たユーザの解約原因を調べる用途にも応用できる。
【００６６】
実施形態３．
　次に、予測結果を可視化する他の実施形態を説明する。本実施形態の行動特性予測シス
テムの構成も、第１の実施形態と同様である。また、予測器１４により、すでにユーザの
解約予測が行われているものとする。
【００６７】
　例えば、ユーザが個人情報の開示に同意している場合、ユーザの移動履歴（動線）は、
ユーザの位置情報に基づいて特定することができる。ユーザの移動履歴を把握することが
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できれば、ユーザが通信を行っている基地局も推測することが可能である。そのため、本
実施形態では、予測解約ユーザの動線を画面の地図上に出力する。
【００６８】
　予測解約ユーザの動線を取得する方法は任意である。例えば、通信状態ログにユーザが
接続要求を行った位置情報および時間が含まれている場合、出力部１５は、その位置情報
および時間に基づいてユーザの位置情報を特定し、その位置情報を時系列に結ぶ動線を画
面の地図上に出力してもよい。また、通信状態ログにユーザの位置情報が含まれていない
場合であっても、ユーザが他のＧＰＳにより取得された情報の開示に同意している場合、
出力部１５は、その情報に基づいてユーザの位置情報を特定してもよい。
【００６９】
　図６は、基地局とユーザの動線とを出力する例を示す説明図である。図６に示す例では
、出力部１５は、三角で示される基地局と予測解約ユーザの動線とを地図上に表示してい
ることを示す。図６に示す例では、基地局Ｂ３の近くを予測解約ユーザが移動する頻度が
高い。そのため、この基地局Ｂ３が、予測解約ユーザの解約に影響を与える可能性がある
ことが示唆される。
【００７０】
　図６に例示するように、予測解約ユーザの日々の動線を画面の地図上に表示することで
、そのユーザが日々接続する基地局を予測できる。特に、予測解約ユーザが接続する頻度
が多い基地局や、接続時間が長い基地局は、ユーザの解約に影響を与える可能性が高いこ
とが推測される。通信会社は、性能を向上させるべき基地局か否かを判断するための情報
として、このような予測解約ユーザの動線を利用できる。
【００７１】
　なお、第２の実施形態と同様、出力部１５は、予測解約ユーザの動線だけでなく、すで
に解約済みのユーザの動線を表示してもよい。このような情報も可視化することで、通信
会社は、すでに解約済みのユーザの動線に近い基地局を把握できるため、この情報に基づ
いて性能を向上させるべき基地局か否かを判断できる。すなわち、本実施形態の行動特性
予測システムを、実際に解約したユーザの解約原因を調べる用途にも応用できる。
【００７２】
実施形態４．
　次に、予測結果を可視化する更に他の実施形態を説明する。本実施形態の行動特性予測
システムの構成も、第１の実施形態と同様である。また、予測器１４により、すでにユー
ザの解約予測が行われているものとする。
【００７３】
　ユーザの住所付近の基地局は、ユーザが接続要求を行う頻度が高く、接続時間が長い基
地局であると推定できる。そこで、本実施形態の出力部１５は、地図上の対応する位置に
基地局を示す情報を出力するとともに、住所に対応する地図上の位置に予測解約ユーザを
示す情報を出力する。
【００７４】
　図７は、基地局とユーザの住所との関係を出力する例を示す説明図である。図７に示す
例では、画面の地図上の対応する位置に基地局を三角で出力するとともに、予測解約ユー
ザの住所に対応する位置を丸印で出力していることを示す。
【００７５】
　なお、予測対象ユーザが多くなった場合に対応するため、出力部１５は、地図上を複数
のエリアに分割し、各エリアに対応する住所を有する予測対象ユーザの数に応じた態様で
、そのエリアを表示してもよい。
【００７６】
　図８は、基地局とユーザの住所との関係を出力する他の例を示す説明図である。図８に
示す例では、出力部１５が、地図上を分割したエリアごとに予測対象ユーザの数を算出し
、算出された数が多いほど、濃い網掛けでエリアを表示していることを示す。
【００７７】
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　このような表示をすることで、通信会社は、解約が予測されるユーザが接続する可能性
が高い基地局を推測できるため、この情報に基づいて性能を向上させるべき基地局か否か
を判断できる。
【００７８】
　なお、第２の実施形態と同様、出力部１５は、予測解約ユーザの数だけでなく、すでに
解約済みのユーザの数を利用して、基地局とユーザの住所との関係を出力してもよい。こ
のような情報も可視化することで、すでに解約済みのユーザが多く住んでいた場所に近い
基地局を把握できるため、この情報に基づいて性能を向上させるべき基地局か否かを判断
できる。すなわち、本実施形態の行動特性予測システムを、実際に解約したユーザの解約
原因を調べる用途にも応用できる。
【００７９】
　なお、第２の実施形態から第４の実施形態のいずれも、出力部１５は、帯域の逼迫度合
いに応じて、基地局の態様を変化させて表示してもよい。出力部１５は、例えば、逼迫度
合いが高い基地局の外枠を破線で表示し、逼迫度合いが低い基地局の外枠を実線で表示し
てもよい。このような情報を併せて出力することで、例えば、帯域の逼迫度合いと解約の
多さとの関係を視覚的に把握することが可能になる。
【００８０】
　次に、本発明の概要を説明する。図９は、本発明による行動特性予測システムの概要を
示すブロック図である。本発明による行動特性予測システムは、ユーザ（例えば、顧客）
が通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表す通信状態ログ（例えば、ＣＴＬ
）に基づいて、ユーザの解約に影響を与え得る特徴量を算出する特徴量算出部８１（例え
ば、特徴量算出部１２）と、算出された特徴量を説明変数として、ユーザの行動特性を示
すモデルを学習する学習器８２（例えば、学習器１３）と、通信状態ログから生成される
特徴量とモデルとを用いて、ユーザの行動特性（例えば、ユーザの解約）を予測する予測
器８３（例えば、予測器１４）とを備えている。
【００８１】
　そのような構成により、ユーザに対して提供されるサービス状況を反映した行動特性予
測を行うことができる。そのため、通信会社は、例えば、ユーザの解約を抑制できるとと
もに、ユーザは、より良いサービスの提供を受けることが可能になる。
【００８２】
　また、特徴量算出部８１は、ユーザの移動履歴または接続履歴から接続先の基地局を時
系列で推定し、接続先と推定された時間帯における基地局の通信状態の時系列情報、また
は、その時系列情報を集計した統計量を特徴量（例えば、第二の特徴量）として算出して
もよい。
【００８３】
　また、特徴量算出部８１は、ユーザが行う一連のサービスを特定し、特定されたサービ
スにおける通信状態の時系列情報、または、その時系列情報を集計した統計量を特徴量（
例えば、第三の特徴量）として算出してもよい。
【００８４】
　また、特徴量算出部８１は、各ユーザが基地局と通信できなかった時間帯を集計した統
計量（例えば、第四の特徴量）を特徴量として算出してもよい。
【００８５】
　また、予測器８３は、ユーザの解約予測を行ってもよい。そして、行動特性予測システ
ムは、予測器８３により解約すると予測されたユーザ（例えば、予測解約ユーザ）と、そ
のユーザが接続する基地局との関係を可視化する出力部（例えば、第２の実施形態から第
４の実施形態における出力部１５）を備えていてもよい。そのような構成によれば、性能
を向上させるべき基地局を視覚的に判断することが可能になる。
【００８６】
　なお、特徴量算出部８１は、各ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状
態を集計した統計量を特徴量（例えば、第一の特徴量）として算出してもよい。
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【００８７】
　また、図１０は、本発明による行動特性予測器の概要を示すブロック図である。本発明
による行動特性予測器は、ユーザが通信または通話を行ったときの基地局の通信状態を表
す通信状態ログに基づいて算出される特徴量と、算出された特徴量を説明変数として学習
されたユーザの行動特性を示すモデルとに基づいて、ユーザの行動特性（例えば、ユーザ
の解約）を予測する予測部９１（例えば、予測器１４）を備えている。
【００８８】
　そのような構成によっても、ユーザに対して提供されるサービス状況を反映した行動特
性予測を行うことができる。
【００８９】
　なお、図１０に例示する行動特性予測器は、図９に例示する行動特性予測システムの特
徴量算出部８１が算出する任意の特徴量（例えば、第一の特徴量から第四の特徴量）を１
つ以上利用することが可能である。また、行動特性予測器は、上述する実施形態で示すよ
うに、ＣＤＲやユーザ属性データから作成した特徴量を利用して行動特性を予測してもよ
い。
【００９０】
　図１１は、コンピュータの構成概要を示すブロック図である。コンピュータ１０００は
、ＣＰＵ１００１と、主記憶装置１００２と、補助記憶装置１００３と、インタフェース
１００４とを備える。
【００９１】
　上述の行動特性予測システムは、１つ以上のコンピュータ１０００に実装される。本発
明に係る行動特性予測システムは、１つの装置で構成されていてもよく、２つ以上の物理
的に分離した装置が有線または無線で接続されることにより構成されていてもよい。
【００９２】
　上述した各処理部の動作は、プログラム（行動特性予測モデル学習プログラム、行動特
性予測プログラム）の形式で補助記憶装置１００３に記憶されている。ＣＰＵ１００１は
、プログラムを補助記憶装置１００３から読み出して主記憶装置１００２に展開し、上記
プログラムに従って上記処理を実行する。
【００９３】
　なお、少なくとも１つの実施形態において、補助記憶装置１００３は、一時的でない有
形の媒体の一例である。一時的でない有形の媒体の他の例としては、インタフェース１０
０４を介して接続される磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc R
ead Only Memory）、ＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disk Read Only Memory ）、
半導体メモリ等が挙げられる。また、このプログラムが通信回線によってコンピュータ１
０００に配信される場合、配信を受けたコンピュータ１０００が上記プログラムを主記憶
装置１００２に展開し、上記処理を実行しても良い。
【００９４】
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、上記プログラムは、前述した機能を補助記憶装置１００３に既に記憶されている
他のプログラムとの組み合わせで実現するもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム
）であっても良い。
【００９５】
　以上、実施形態及び実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態
および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコー
プ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【００９６】
　この出願は、２０１４年７月３１日に出願された米国仮出願第６２／０３１，２９６号
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００９７】
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　１１　学習データ記憶部
　１２　特徴量算出部
　１３　学習器
　１４　予測器
　１５　出力部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】
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